
平 成 2 8 年 7 月 2 1 日 判 決 言 渡 同日原本交付 裁判所書記官

平 成 2 7 年 ( ハ ) 第 8 5 8 号 原 状 回 復 費 用 請 求 事 件

口頼弁論終結日 平 成 2 8 年 貝 月 2 3 日

傘

大阪刑

原・ロ

堺市

■

被告I u

同訴訟代邇人弁護士 田逢一隆

1 被 告 は I 原 告 に 対 し 1 1 3 万 1 8 2 6 円 及 び う ち 9 万 6 7 2 6 円 に 対 す る 平

成 2 7 年 8 月 2 9 日 か ら I う ち 1 万 9 ・ 9 8 0 円 に 対 す る 平 成 2 7 年 1 2 月 2 5 日 か

ら I う ち 1 万 5 1 2 0 円 に 対 す る 平 成 2 8 年 6 月 2 日 & ら 各 支 払 済 み ま で 年 5 分 の

割合による金員を支払え。

2 原告のその余の請求を棄却する。

3 訴訟費用は , これを 4 分 し I そ の 3 を 原告の負担とし l その余は被告の負担

とする。

4 この判決は I第 1 項に限り I 仮に執行することができる。

事実及び理由

第1 請求

被 告 は l 原 告 に 対 し 1 5 2 万 2 1 8 8 円 及 び う ち 4 3 万 7 9 4 8 円 に 対 す る

平 成 2 7 年 8 月 2 9 日 ( 訴 状 送 達 の 日 の 翌 日 ) か ら , う ち 6 万 g l 1 2 0 円 に 対 す

る平成 2 7 年 1 2 月 2 5 日 ( 同 月 2 1 日 付け請求拡張申立書釘 j E 申 立書送達の日

の 翌 日 ) か ら I う ち 1 万 5 1 2 0 円 に 対 す る 平 成 2 8 年 6 月 2 日 ( 同 年 5 ; 8 1 9

日付け請求拡張申立奢送達の日の翌日)から各支払済みまで年5分の割合による

金員を支払x.。
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第2 事案の概要

本件はI 建物賃貸借契約の終了に倅いI 賃貸人が賃借人に対し| 原状回復

費用として賃貸期間中に生じた建物の錆儡についての修理代金等を請求する

事案である。

1 争いのない事実等

(1) 原 告 と 被 告 は , 平 成 2 1 年 8 月 1 9 日 I 大 阪 府

・(以下「本件建物」という。)について原告を賃貸人I被告を

賃借人と-jlる次のとおりめ建物賃貸借契約を締結し(以下「本件賃貸借契約」

という。) l同日原告は本件建物を被告に引き渡した。

賃料 月 額 1 3 万 0 0 0 0 円

管理費 月額1万円

駐事場代 月 額 1 万 3 0 0 0 円

保証金 6 0 万 肖 ( 解 約引 5 0 万 円 )

賃貸顧問 平 成 2 1 年 台 月 2 0 日 か ら 平 成 2 3 年 8 月 1 9 日 ま で

2年間〈自動更新)

動物飼育特約猫3匹を飼育することを靱める。

ペット飼育に伴う損傷箇所は原状回復し明け振すものと

する。

〈以下『本件ペット特約」と1/、う。)

( 2 ) 本 件 賃 貸 借 契 約 は l 平 成 2 7 年 4 月 3 0 日 に 終 了 し , 同 日 被 告 は * $ 原 告 に

対し i本件建物を明け渡した。

(3〉原告は,被告に対しI本件建物における上記賃貸借期間中に生じた通常の

使用によるものを超える損傷の修理費用として別紙『ご請求舎」記載の各損

傷箇所につき針 5 3 万 7 9 4 8 円 のほか , 別 紙「追カⅡ請求一覧」笥載の和室

畳表替費用及びハウスクリーニング費用計6万9 1 2 0円並びに洋室ク
ロー

ゼ ッ ト 内 棚 * 2 枚 新 調 費 用 1 万 5 1 2 0 円 の 合 計 6 2 万 2 1 8 8 円 ( 以 上 い
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ずれも消費税込み。以下『本件損傷等」という。)から原告が被告に返還すべ

き保証金1 0万円を控除した5 2労 2 1 8 8円及びこれに対する遅延損害金

の支払を求めている。

29点

(1) 本件損傷等の存否・程度及びその発生時期・原因と被告が負担すべき原状

回律費用

(2) 本件ペット特約の効力

(原告の主張)

〈 1 )  本 件損傷等は I 猫の飼育による儘 I 柱 l 襖 I 障子 , 網戸な 2 室内全てに及

ぶ酷い損傷のほか I結露を放置したことにより拡大したカビ Iシミなど日常

の手入れを怠っ tことによるもの jあるいは I不適切な使用による設備の棄

損など|いずれも自然損耗を超える損傷である。

(2) 耐用年数を超える設備であってもl通常の損耗であれば交換せ
ずにクリー

ニングして次の賃借人に使用させるIことが可能であるがIペットによる損傷

は程度が酷く交換するほかない。このような場合にはI耐用年数が経過して

＼r、たiしてもその修復に要する費用は本件ペット特約に基づき被告が6;状回

彼義務を負うべきである。

(被告の主張)

(1) 本件損傷等は,いずれもIそもそも損傷が存在しないかi被告入居以前か

ら存在するものであるか.経年変化ないし通常損耗によるものであって|被

告がその原状回復費用を負担する理由はない。仮にI 一部の損傷についてI

その修継費用を被会が負担するべき橿合であってもl原告主張の数量及び単

価は一部過大であり,また経過年数を考慮すればl被告負担額は》敷金とし

て の 性 質 を 有 す る 保 証 金 6 0 万 円 の う ち 敷 引 金 5 0 万 円 を 控 除 し た 1 0 万 円

の範囲内に収まる。

本件ペット特約による原状回復条項は, 法律上, 社会通念上一般に賃借人
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が負うべき原状回復義務をヵ日重するものではなくI ペット飼育に倅う損耗に

ついても|通常の使用を超える損耗に' = >いては被告が原状回櫨義務を負うこ

とを注意的に明らかにしたものである。

第3 当裁判所の判断

1 本件損傷等の存否・程度及びその発生原因と被告が負担す讐き原状回復費用

についての原告及び被告の各主張は,概ね,別紙「――ー一一一号室損
耗一

覧(3)』I別紙「一一一一一一一号室損耗原因対照表」(ただしI原告主張欄4!

7 を 『 損 耗 あ り 」 と I 同 1 9 に 「 5 か 所 」 と あ る を 「 4 か 所 j と 各 訂 正 ) 及 び

別紙f追加請求一覧」『のとおりである。

2 本件ペット特約はIその規定の文言からしてl賃借人が補修費を負担するこ

とになる損耗の範囲が具体的に明記されているものとはいえず,またI本件賃

貸借契約の締結め際に被告がその範囲につき口頭説明を受けlこれを明確に認

株したという事情も認められないから Iこれによって I 一般に賃借人が負うぺ
・

き原状回復義務をカⅡ重させるものとは解されず, ペットの飼育を許容するとし

ても.これに伴う損耗につ＼f、てもl通常の使用を超える損耗については賃借人

が原状回復義務を負うことを柱宜的に明らかにしたものと解するのが相当であ

る 。 し た が っ て I ペット飼育に伴う損傷であってもI通常の使用による損耗を

超える損傷でなければ賃借人が原状回復義務を負うことはない反衡I ペットを

飼育する以上は通常当然に発生が予想される損傷であヮてもI ペットを飼育し

ない場合に通常発生する損耗の程度を越える根傷に-:=>いてはI 賃借人が原状回

彼義務を負うことを確認したも倶といえる。

またl耐用年数釜超える設備等であっても賃借人が善良なる管理者としての

注意義務を負うことは当然であり * J 賃借人がその義務を怠 Q i 放念 I 過失等に

よってこれを毀損して使用できなくした場合には,損傷箇所の設備が耐用年数

を超える場合であっても,損傷がなければ通常は交換又は修理を要せず次の賃

借人のために使用を継続するものについては|、その交換・修理に要する費用の
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うち価値増加分を控除した費用は原状回復費用として賃借人が負担すべきもの

と一般的にいえjこれは/ <ット特約の有無にかかわるtのではな1/＼;が.本件ペ

ット特約の上記趣旨はIこの点についての賃借人の義務を確認する趣旨をも含

むものと解される。

3 上記の観点からI以下本件損傷等について検討する。

(1) 全体的状況

本件損傷等の存在についてはI写真が存在するものもあるがIその状況を

直接認識しうる写真等の証拠が存在しないものも世まれる。しかしI証拠及

び弁論の全趣旨を総合すればI本件建物全体に| 猫の飼育による損傷及び日

常の手入れや管理を怠ったことによる損傷が多数存在したことが推篝され,

本件錘物が平成12年3月新築でありI被告の入居までに9年以上が経過し

ていたこと,被告の入居期間が6年近くあっtことを考慮してもIその損傷

の程度は相当に酷く,大がかりな改修工事を要したことが認められる。

(2) 個別検討

(以下の『No.」はI別紙■■■■■■■■■号損耗一覧及び別紙追加請求一覧の

「No .』欄番号を示す。)

ア フ ロ ー リ ン グ 手 前 洋 室 ( N o . 1 ) i 洋 室 ( N 。 . 2 )

洋室の引き戸を入ってすぐの1筒所は入居時から存在したものと靱めら

れるがその他は入居中に亮生したものと認めるのが相当である(甲11p6

な い し 1 2 写 真 I 甲 1 8 t 2 4 * 原 告 本 人 ) 。 一般にフローリングについて

は建物とは別に耐用年数を考慮することができずI通常損耗を超える損傷に

ついてはその部分補修費用を原状回復費用とすべきであるがI部分補修費用

は明らかでないか@ > ,  N o .  1 -については争いのない1平方メートルの単価

で あ る 5 6 0 0 円 の 限 度 で I N p .  2 に つ い て は 被 告 の 認 め る 5 平 方 メ ー ト

ルの費用 2万 8 0 0 0 円の限度でこれを認容するのが相当 - c i ある。

イ ク ロ ス 貼 替 廊 下 壁 ( N o . 3 ) I 手 前 洋 室 ( N o .  4 ) , 洋 室 ( N o .  5 ) ,
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L D K  ( N o . 6 ) , f p 2 ( N o . 7)

N o .  4 及び N o .  7 に ' = = > いては l損耗の存在を認めるに足りる証拠がな

い ; N o .  3 ,  N o ,  5 ,  N o .  6 に つ い て は , 猫 の 引 っ 掻 き 傷 に よ る 損 傷

が 全 面 に 及 ん で い た こ と が 推 認 さ れ る ( 甲 1 1 p 1 3 な い し 1 7 l p 2 7 写

真 ,原告本人 )。いずれも耐用年数を経過しているが I壁クロスは I 一般に

餅用年数を過ぎてもそのまま使用を継続しうるものであるから,上記2のと

おりその交換・修理に要ずる費用のうち価値増加分を控除した費用は被告の

負担&=すべきである。被告入居時に貼り替えられたものであることなどを考

慮 す れ ば I 各 4 割 で あ る l  N o .  3 に つ き 2 万 3 2 0 0 円 I N o .  5 に つ き

1 万 1 6 0 0 円 l  N o .  6 に つ き 1 万 6 8 0 0 円 を 被 舎 の 負 担 と す る の が 相

当である。

ウ 建 具 新 調 r . - 和 室 ( N o .  8 )

猫の爪研ぎによるものと思われる修復不可能な損傷が靱められる(甲11

p 2 6 , 2 7 : i 寓 I 原 告 本 人 ) 。 謝 用 年 数 8 年 の 経 過 前 で あ り | 一般に和室

建具は使相可能な限り交換世ずに継続して使用されるものである=.とを考

慮すれば lその 4割である 2 ; H円を被告
の負担とするの * . ;細目である。 "

ニ ク ロ ス 水 拭 き 廊 下 ( N o .  9 )

天井クロスに換で逝り書きをしたような汚れのあったこと,水拭き作業に

より除去されたことが認められる(甲241原告本人)。このような汚損は

通常損耗とはいえずI鮒用年数にかかわらずその除去費用300 0円は被告

が負担すべきである。

オ 障 子 貼 替 * 地 ( 大 )  ( N o .  1 0 ) , 襖 貼 替 ( 片 面 ) 大 和 室 ( N o . 1

1)

いずれも通常損耗を超える損傷のあっだことが推畢され(甲1 1 p 2 2写

゛ 真 , 原 告 本 人 ) j そ の 場 合 に は ,  N o .  1 0 の 5 6 0 0 円 I N o . 1 工 の 5

4 0 0 円 は , いずれも消耗品として被告の負担となることに争いがない。
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カ 襖 貼 替 ( 天 袋 ) 和 室 ( N o .  1 2 )

損傷が存在しないことには争いがなくI全体の調和のだめI下部の押し入

れ襖と一体として貼り替えられたものと認められるから,被告の負担とすべ

きではない。

キ 網 戸 貼 替 ( 大 ) ( N 。 . 1 3 )

す べ てに猫の爪による損傷のあったことが認められる ( 甲 1 1 p 2 8 写 真 ,

原告本人)。平成12年新築時の設置であり耐用年数の10年を相当経過し

ているが,網戸は一般に損傷のない限り継続して使用される設備といえるか

1 万 5 5 0 0 円 の 3 割 4 6 5 0 円 は 被 告 の 負 担 と す る の が 相 当 で あ る 。

ク コ ン セ ン ト 取 替 ( N o .  1 4 )

損傷のあったことには争いがない。通常の使用による破損とば蕗められずl

平成 1 2 年新築時の設鷺であり耐用年数の 1 5 年徽経過しているが I コンセ

ントは一般に損傷のない限り継続して使用される設備といえるから19。0

0 円 の 3 割 2 7 0 0 円 は 被 告 の 負 担 と す る の が 相 当 で あ る 。

ケ U B 手 す り 取 付 ( N o . 15)

通常の使用では外れる可能性の少ない二二ットバスの手すりが脱落した

こ と が 篝 め ら れ る が ( 甲 1 1 p 1 9 写 真 l 甲 2 3 1 原 告 本 人 ) I 設 備 の 性 質

上I通常の用法以外の不適切な使用は考えがたくI平成12年新築時の設梁

で&>り耐用年数の8年を相当経過して1/、ることを考慮すればi経年劣化によ

る可能性;6s大きくI被告の負担とすべきではな1/、。

= 2 木部塗装 ( 各窓枠 )  ( N o .  1 6 )

被告入居前の塗装は行われておらず,入居時にもある程度の損耗があった

ものと思われるがI主として被告入居中の結露の放置にzり亮生したカtf等

に よ る 汚 損 と 認 め ら れ る ( 甲 1 1 p 2 3 な い し 2 5 写 真 l 原 告 本 人 ) 。 た だ

し ,グレードアップの要素のあることも考慮すれば ,被告が ,仮に負担を負

う 場 合 の 負 担 割 合 と し て 認 め る 6 7 パ ー セ ン ト の 限 度 3 万 8 8 6 0 円 を 被
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告の負担とするのが相当である。

サ フ ロ ア タ イ ル 玄 関 ( N 。 - ' : l . 7 ) , ' 下 地 処 理 ( N o .  1 8 )

洗浄では除去できない通常損耗を超える汚染のあったことが認められる

( 甲 1 1 p 2 写 真 I 原 告 本人 ) 。 部分補修を原則とすべきところ I 全 体に下

地処理の上 ,パネルを貼ったものであり Iグレードアップの要素のあること

を考慮すれば l被告が !仮に負担を負う場合の負担割合として藉める 6 7 / <

ー セ ン ト の 限 度 で *  N o ,  1 7 に つ き 7 5 0 4 円 I N o l  1 8 に つ き 8 0 4

0円をそれぞ創准告の負担とするのが相当である。

シ 建 具 敵 手 ( N o . 19)

5箇所のうち1箇所のみ損耗が激しいものがあったことが靱められるが

(甲 i l p l 8写真 ,原告本人) ,その原因は不明でありI耐用年数を相当

経過してい右ことからもl被告の負担すべきものとはいえない。

ス 諸 経 費 ( N 。 . 2 0 )

尿管l被告の負担割合により按分すべきである。

セ 畳 表 替 え ( N o .  2 1 )

猫の尿の跡I引つ播き傷による憤傷等l通常損耗を超える損傷のあったこ

とを篝めるに足りる直接的な蔽拠はなく|通常I次の入居青確保のためにも

行われるものであるからI被舎の
負担すべき費用とは篝められな

い。|

ソ ハ ウ ス ク リ ー ニ ン グ ( N o . i 2 2 )

猫の飼育による臭気I汚損のほ&,日常の掃除が不十分であったためのl

槇 の 存 在 し た こ と が 靱 め ら れ る ( 甲 2 1 *  2 4 s 原 告 本 人 ) 。ペット飼育許

容物件の場合には l建物全体にわたって l ベットの飼育による臭気の残存,

排泄物等による汚損が必然的L=伴うからlペット飼育特約として賃借人の原

状回復義務が特に明記されている場合にはIこれらの汚損等を除去するため

のクリー=i = .ング費用を賃借人の負担とする趣旨が含まれているものと解す

るのが相当である。したがって,被告はl本件ペット特約による原状回復義
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|務として本件建物における猫の飼育による汚損等を除去するためのクリー

ニング費用を負担すぺきである。ただし I N a .  2 2 の 費用には , 一般的に

賃貸人が次の入居者確保のためにおこなうハウスクリーニングの要素も含

まれることを考慮すれば , その半額である 1 万 8 5 0 0 円 の限度でこれを被

告の負担とするのが相当である。

タ 洋 室 ク j = 2 ー ゼ ッ ト 内 棚 板 ( N o .  2 3 )

棚板に猫の爪研ぎによる甚だしい損傷のあ*= )たためにi新調せざるを得な

か っ た も の と 靱 め ら れ る か ら ( 甲 1 1 p 2 0 写 真 , 甲 2 4 s 2 5 * 原 告 本 人 ) I i

そ の費用 | 1 万 4 0 0 0 円 は被告が負担すべきである。

(3) 被青が原状回復義務として負担すべき額

以上によれば,被告の負担とすべき原状回復費用はI上記(2)スの諸経費を

除く合計 2 1万 3 4 5 4 円に ,同諸経費として割り付けるぺき 5分の 2であ

る 1 2 0 0 円 を 加 え た 合 計 2 1 万 4 6 5 4 円 ( 消 費 税 別 ) に 消 費 税 を ヵ 口 算 し

た 2 3 万 1 8 2 6 円 と す る の が 相 当 で あ る 。

4 結論゛

以上によればl原告の請求は,上記被告が負担すべき原状回復費用から敷金

と し て 返 還 す べ き 1 0 万 円 を 控 除 し た 1 3 万 1 8 2 6 円 及 び う ち 9 万 6 7 2 6

円 に 対 す る 平 成 2 7 年 8 月 2 9 日 ( 訴 状 送 達 の 日 の 翌 日 ) か ら | う ち 1 万 9 9 8 0

円(平成27 @ 1 2月2 1日付け請求拡張分の消費税込み靱容額)に対する平成2

7年12月25日(同錆求拡張申立書訂正申立書送達の日の翌日)からIうち1万

51 2 0円(平成28年5. A  1 9日付け請求拡張分の消費税込み篝容額) k対する

平成28年6月2日(同請求拡張申立書送達の日の翌日)から各支払済みまで年5

分の割合による遅延損害金の支払@:求める限度で理由がある;O.:zらこれを認会しI

その余の錆未は理由がないから棄却することとしI主文のとおり判決する。

枚方簡易裁判所

裁判官 原 司
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れ は 正 本 で あ る 。

平 成 ? 8 年 7 月 2 1 臼

枚方簡易裁判所

裁判所書記官

>lls in

安岡奈梧


